
（様式２） 

処分基準（不利益処分関係） 

 

（新設） 

担当課 地域政策課 検索番号  

法令名 

地域人口の急減に対処する

ための特定地域づくり事業

の推進に関する法律 

根拠条項 １３－２ 

不利益処分 特定地域づくり事業協同組合の改善命令 

 

 

（根拠規定） 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 

 

第13条 第１項 略 

２ 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若

しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域

づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特

定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、

違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

 

（処分基準） 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 

 

第３条 第１項及び第２項 略 

３ 都道府県知事は、第１項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも

適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 その地区が次のいずれにも該当すること。 

イ 一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみ

て一体であると認められる地区であること。 

ロ その人口規模、人口密度及び事業所の数並びにその経済的社会的状況に照らし、地域

づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であるこ

と。 

二 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。 

イ その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地

から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると

認められること。 

ロ 当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資する

と認められること。 

三 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基

礎を有すると認められること。 

四 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な

子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業

者団体（農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を

直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員と



する団体をいう。）及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携

協力体制が確保されていると認められること。 

 

※ 必要に応じて法令の解釈等について示した「地域人口の急減に対処するための特定地域づ

くり事業の推進に関する法律（令和元年法律第６４号）ガイドライン（令和２年３月 31

日制定、令和３年６月30日最終改訂）」等関係通知に留意し判断する。 

 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


